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G-36 エリスロポエチン製剤（腎性貧血のない患者）の算定について 

 

《令和 7 年 5 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 腎性貧血の記載がない、次の傷病名等に対するエリスロポエチン製剤

（エポジン注シリンジ、エスポー注射液等）の算定は、原則として認めら

れない。 

 ⑴ 連続携行式腹膜灌流施行中 

 ⑵ 人工腎臓（その他）施行中 

 ⑶ 慢性腎不全 

 

○ 取扱いの根拠 

 エポジン注シリンジについては、添付文書の効能・効果に「透析施行中

の腎性貧血」及び「透析導入前の腎性貧血」がある。腎性貧血は、慢性腎

不全等の腎機能低下によりエリスロポエチンの産生量が低下することで

生じる。連続携行式腹膜灌流や人工腎臓（透析）施行中に腎性貧血の治療

を行うことがあるが、その場合はレセプト上、腎性貧血の記載が基本と考

えられる。 

 以上のことから、腎性貧血の記載がない、上記傷病名等に対するエリス

ロポエチン製剤（エポジン注シリンジ、エスポー注射液等）の算定は、原

則として認められないと判断した。 

 


